
（仕様書 別添１） 

個人情報取扱特記事項 
 

（平成24年４月） 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの契約において個人情報を取り扱わせる者

（以下「受託者」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務

を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例

その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのない

よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん

の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、

委託者に通知しなければならない。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による

事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない

よう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

 （収集の制限） 

第４条 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当

該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければな

らない。 

 （目的外利用の禁止等） 

第５条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る

個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。 

 （複写、複製の禁止） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約によ

る事務を処理するにあたって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複

写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、受託者の管理

下において使用する場合はこの限りではない。 

 （再委託の禁止等） 

第７条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものと

し、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾

を得た場合はこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者（以下「再

受託者」という。）に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、

委託者に対しすべての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、
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受託者及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事

項について、再受託者と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者及び再受託

者がこの契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱

わせることを例外なく禁止しなければならない。 

 （資料等の返還） 

第８条 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託

者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終

了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委

託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

 （報告、資料の提出等） 

第９条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、個人

情報を取り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （事故発生時等における報告） 

第10条 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ず

るおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うも

のとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （研修の実施及び誓約書の提出） 

第11条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並

びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事

上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書（様式１）及び研修実

施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、

再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書（様式１）

及び研修実施報告書（様式２）を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約

書（様式１）及び研修実施報告書（様式２）を横浜市長に提出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求

をすることができる。 

 (1) この契約による事務を処理するために受託者又は再受託者が取り扱う個人情報につ

いて、受託者又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達

成することができないと認められるとき。 
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（様式１） 

個人情報保護に関する誓約書 

（提出先） 

横浜市長  

 

 横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市

個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講

しました。 

 横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適

切に取り扱うことを誓約いたします。 

 

研修受講日 所    属 
氏    名 

（自署又は記名押印） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

（Ａ４）  
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（様式２）  

（Ａ４） 

 

平成 年 月 日

（提出先） 

横浜市長  

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書 

 

横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定

に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に

対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の

内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたの

で、別紙（全 枚）のとおり提出いたします。 

引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま

す。 

 



神大寺中央公園こどもログハウス（職員業務内容例）      （別添 ２） 

 
１ ログハウススタッフの業務内容 

２ その他の業務内容  

 

 業       務       名 

受付事務 利用申込みの受付に関する事務 

利用事務 利用当日の準備（物品の貸出しなど）に関する業務 

確認事務 施設や遊具の故障や安全性のチェック、保全 

利用後の清掃などの確認に関する業務 

閉館時の館内清掃、戸締り、遊具などの確認に関する業務 

安全で快適な遊びのためのこどもたちへの助言 

集計事務 団体利用、個人利用入館者の集計に関する業務 

案内事務 施設案内、遊具の貸出しに関する業務 

環境美化 施設内外の日常清掃、整理整頓に関する業務 

そ の 他 

 

利用物品確認、洗濯（座布団、椅子カバー）アイロン掛けなどに関する業務 

印刷機に関する業務 

館内飾付けに関する業務 

 業     務     名 

総  括 施設の事務総括 

運 営 委 員 会 運営委員会に関する事務 

一  般  庶  務 休暇（ログハウススタッフ勤務調整を含む）、出張に関する事務 

職員の保健、福祉に関すること 

ニュース発行、広報に関する事務 

緊急時の対応、（風水害、事故など）に関する事務 

苦情、相談、要望に関する事務 

連 絡 調 整 区との連絡調整に関する事務 

文 書 事 業 

 

公印、文書に関する事務 

統計、報告に関する事務 

自 主 事 業 自主事業の企画、実施に関する事務 

研     修 ログハウススタッフ研修に関する事務 

勤 務 報 告 職員の勤務実績報告書の作成に関する事務 

ログハウススタッフの勤務実績報告書の作成に関する事務 

施 設 管 理 委託業者との連絡調整に関する事務（検査確認） 

保安、防災、環境の保全に関する事務 

器具、備品保守点検に関する事務 

 
 
経 理 事 務 

自主事業費などの受領、清算報告に関する事務 

支払（自主事業費、運営委員会事務費等）に関する事務 

備品台帳に関する事務 

納品の検査、確認に関する事務 

受 付 補 助 受付、案内などに関する事務（ログハウススタッフとの連携） 



                            （別添 ３） 
 

  神大寺中央公園こどもログハウス  位置図 

 
 
 



                           （別添 ４） 

  神大寺中央公園こどもログハウス  配置図 

 
 
 

神大寺中央公園 



                           （別添 ５） 

  神大寺中央公園こどもログハウス  １階平面図 

 
 
 



                            （別添 ６） 

  神大寺中央公園こどもログハウス  ２階平面図 

 
 
 



施設概要（神大寺中央公園こどもログハウス）         別添７ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

階 数 室 名 標準面積

（㎡） 

施  設  内  容 利   用   内   容 

1 階 ログハウス

ボランティ

アのスペー

ス 

29.7 事務室、受付カウンター 

 

来館者受付、利用案内 

管理運営事務など 

エントラン

ススペース

コーナー 

 29.7 玄関  

活発なスペ

ース、静か

なスペース 

  

107.86 

室内遊具 遊具やスペースでの遊び場 

その他 32.55 トイレ、階段ほか  

  合 計 199.81   

地 下 地下迷路  40 迷路  

2 階 小屋根スペ

ース 

169.1 2 階小屋根スペース 吹き抜け部分を含む 

その他 屋外テラス 

2 階バルコ

ニー 
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